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中 央 会 か ら の お 知 ら せ

https://www.chuokai.com
兵庫県中小企業団体中央会

動く つなぐ 結ぶ
組合・中小企業を
サポート

中小企業BCP策定支援事業　専門家派遣

■中央会事業
◇「国際フロンティア産業メッセ2025」にグループ出展しました
◇兵庫県中小企業組合事務局協議会が通常総会を開催しました
◇兵庫県中小企業青年中央会
　儲かる勉強CLUB・大阪府中小企業青年中央会合同納涼会を開催しました
◇Hyogo‐UBA秋の大交流会のご案内
■中央会からのお知らせ
◇大串正樹経済産業副大臣との関税に関する意見交換会に出席しました
◇最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策について
■お知らせ
◇中小企業基盤整備機構小規模企業共済
■情報レポート

県内中小企業は、製造業・非製造業ともに景況が悪化し、厳しい状況が続く。
■お知らせ
◇知財総合支援窓口のご案内
■コラム
◇その契約書は自社を守っていますか？
　弁護士法人神戸シティ法律事務所 パートナー弁護士 高橋 弘毅
■お知らせ
◇中小企業退職金共済制度のご案内
◇障害者雇用の拡大及び特別支援学校卒業者の雇用確保について
■中央会からのお知らせ
◇創立70周年記念中小企業団体兵庫県大会のご案内
◇最低賃金が改正されました
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月刊中央会

10 「ひょうご特産品フェア2025」出店者のご紹介

地震・津波の補償「地震特約」

“ひょうご”の中小企業を補償でサポート！

ひょうご共済　地震特約

ひょうご共済の火災共済に特約としてご加入いただける制度です。

中小企業のための

最低賃金が改正されました

◆この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を
　含めた全ての労働者に適用されます。

最低賃金制度WEBで確認！

時間額

1,116円

兵庫県の
最低賃金

前年比

64円UP

（令和7年10月4日発効）

令和7年11月25日（火）　

神戸ポートピアホテル　本館地下１階「偕楽」の間

第１部　表彰式　［14時～15時15分］
第２部　記念講演［15時30分～17時］

テーマ：日本の未来 待ち受ける本当の変化
講　師：社会学者／作家　古市　憲寿　氏

第３部　交流パーティ［17時10分～18時30分］
ブース展示・販売／アトラクションあり

表彰式のみ：無料、講演会・交流パーティ：11,000円/1人（税込）

令和7年10月24日（金）

開 催 日

場 所

内 容

参 加 費

申込締切日

詳しくは、当会ホームページでご確認ください。
https://www.chuokai.com/kentaikai-70th/
＜問い合わせ先＞　
兵庫県中央会　総務課　TEL：078-958-6015

創立70周年記念中小企業団体兵庫県大会のご案内

◇参加申込書は、会員様宛に10月上旬に郵送しております。

古市 憲寿氏



革製品 ふりかけ昆布 明石海峡弁当 未来考茶
こだわり造り麦茶

cuir 7 tata 昆布屋きたまえ はぁとす。マルシェ 未来考茶！健康茶の
長谷川商店

クセになる旨み
麹×旬野菜＝「麹中」 マコモ茶 大麦饅頭 本革トートバッグ

あのらぼ マコモファーム
はながつみ 辨天堂本舗 株式会社オープラスエス

生野ハヤシライス
（レトルト）

おむすび・あま酒・
ポン菓子・かす汁

兵庫県産鹿肉の焼肉丼
弁当・ジビエ加工食品

香住ガニ商品
（茹姿、かに飯等）

一般社団法人
朝来市観光協会

お米農家のこだわり
塩むすびとあま酒

鹿鳴茶流 入舩
㈱メリケンヘッドクォーターズ マルヤ水産株式会社

自家製コチュジャン
のポークキンパ

スペシャルティ
コーヒー

まさに足袋！の
「おうちスニーカー」 丹波栗入赤飯

Organic Café Restaurant
珊瑚椀

自家焙煎
岡田コーヒーストア

株式会社
青山産業研究所 氷上つたの会

神河産ゆずを使った
商品

黒豆プリンと黒豆を
使った焼菓子

道の駅
銀の馬車道・神河

手作りケーキのお店
アリス

工場直売限定
「生こうじ」 牛すじぼっかけパン 兵庫の森

くろもじ 美と巡り茶
淡路島

日本蜜蜂はちみつ

糀・味噌・甘酒
たかた 株式会社原田パン 兵庫の森 くろもじ 淡路島

日本蜜蜂研究会
手作り粗びき
ソーセージ 特A地区山田錦の米粉 トマトの一番星

ピューレ
TANAKASOKKEN

靴下

ひょうご雪姫ポーク
粗びきソーセージ

NAKAGO
特A地区山田錦の米粉

トマトの一番星
（岡田農産） TANAKASOKKEN
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ひょうご特産品フェア2025
技能グランプリ＆フェスタ2025と同時開催

入場
無料

2025年10月25日（土）・26日（日） 
　　10時～16時30分（26日は16時まで）

会場：神戸国際展示場3号館　
ポートライナー「市民広場」駅よりすぐ

※無料シャトルバスもありますが、座席に限りがありますので、
　できるだけ公共交通機関をご利用ください
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儲かる勉強CLUB・大阪府中小企業青年中央会合同納涼会を開催しました

Hyogo‐UBA秋の大交流会のご案内

　兵庫県中小企業青年中央会(会長 柏木 亮太)は8月27日、大阪・関西万博会場にて儲かる勉強CLUB・大阪
府中小企業青年中央会合同納涼会を開催しました。
　兵庫県中小企業青年中央会では、【儲かる勉強CLUB】として大阪 夢洲にて開催中の大阪・関西万博への視
察見学を開催し、15名の参加者で世界各国の文化や価値観、未来への展望を学ぶ機会となりました。
　万博内ではパソナグループパビリオンと飯田グループ×大阪公立大学共同出展館の見学を行いました。
　パソナグループパビリオンでは太陽の塔をオマージュした「生命進化の樹」や「iPS心臓」などが展示されて
おり、人類の進化や近未来の医療について学ぶことができました。
　西陣織で包まれた建物の飯田グループ×大阪公立大学共同出展館では未来型住宅や未来都市のジオラマが
紹介されており、展示物を見ながら生活様式などの変化に自社がどう対応すべきなのか考える機会となりました。
　また、当日は大阪府中小企業青年中央会(会長 谷岡 昌宏)との合同納涼会も万博内の「水空」にて開催され、
兵庫県中小企業青年中央会から15名、大阪府中小企業青年中央会から23名のほか近畿ブロック青年中央会 
成瀨 裕之会長にもご参加いただき、計39名での開催となりました。大阪府中小企業青年中央会 谷岡会長、
兵庫県中小企業青年中央会 柏木会長の挨拶に続き、近畿ブロック青年中央会 成瀨会長の乾杯によって盛大に
開催されました。会場からは花火やウォーターショーを見ることもでき、大盛況のうちに兵庫県中小企業青
年中央会 稗田直前会長の中締めをもって閉会となりました。

＜担当：兵庫県中小企業青年中央会事務局　中橋＞

　兵庫県中小企業青年中央会では、10月27日に、旧居留地のオリエンタルホテル神戸にて「Hyogo‐UBA秋
の大交流会」を開催いたします。
　本交流会は、異業種間の若手経営者・後継者の皆様との交流を通じて、新たなビジネスの可能性を広げる
ことを目的としています。
　第1部のカンファレンスでは、元日本テレビ系列局アナウンサー小野山 純子氏を講師に迎え、「わかりやす
く話す基本セミナー～元アナウンサーが実践する伝わりやすさUP術～」をテーマにお話しいただきます。実
践練習を交えながらアナウンサーとしての経験を活かした「伝え方のコツ」を学んでいただけます。
　第2部のレセプションに続き、第3部の交流懇親会では、
参加者の皆様同士の交流をお楽しみいただけます。お互い
の事業内容を知り、企業の価値を認め合うことで、新たな
ビジネス連携や協力関係が生まれる場としていただければ
幸いです。

開催日時　　令和７年１０月２７日（月）１５時３０分〜
開催場所　　オリエンタルホテル神戸【旧居留地】
内　　容　　第1部　Hyogo -UBAカンファレンス
　　　　　　第2部　レセプション
　　　　　　第3部　交流懇親会
参 加 費　　10,000円（青年中央会会員）／ 12,000円（青年中央会非会員）

（Hyogo-UBAカンファレンス・レセプションのみのご参加は無料）
＜担当：兵庫県中小企業青年中央会事務局　中橋＞

兵庫県中小企業青年中央会

　企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、基調講演な
ど多彩なプログラムを展開し、国際的な技術・ビジネス交流と新たな産業の創出を目指す西日本最大級の産
業総合展示会「国際フロンティア産業メッセ2025」が9月4日・5日、神戸国際展示場で開催されました。兵
庫県内外から過去最大の551社・団体が出展し、来場者数は2日間で約14,700人（1日目：7,500人、2日目：
7,200人）となり、盛況のうちに終了しました。
　兵庫県中央会は、中小企業者の異業種交流の促進とビジネスマッチングの機会の提供を目的に兵庫県信
用組合と共同で20事業者のグループ出展を支援しました。出展した事業者からは「新規の問い合わせや見積
依頼に繋がる商談ができた」「社員の意識向上が図れた」「SNSフォロワーが増加した」「既存取引先に新規
事業を周知することができた」「いろいろな分野の
企業からご興味を持っていただけ、可能性が広がっ
た」との声がありました。本展示会およびグループ
出展に対する出展満足度も高く、販路開拓や商談機
会の創出に貢献することができました。
　	 ＜担当：連携推進課　森田＞

　兵庫県中小企業組合事務局協議会は、9月9日にラッセホールにて「令和7年度通常総会」を開催し、原案通
り可決承認されました。本年度は役員の任期満了に伴う改選も行われ、理事11名、監事2名が選任されました。
総会後には、株式会社商工組合中央金庫神戸支店 支店長 辻 健彦様より「中小企業におけるIT・DX/AI活用
について」をテーマにご講演いただきまし
た。懇親会においては、会員同士が組合運
営についての情報交換や近況報告等を行う
良い機会となりました。
　当会は、会員間の連携・交流を促進する
ことを基本方針とし、兵庫県中央会と一体
となって研修会の開催、交流会事業等の活
動を行っております。今後も人件費・原材料
費高騰などにより中小企業を取り巻く環境
は厳しさを増すことが予測されますが、会
員同士の連携・情報交換等を積極的に行う
ことで更なる会員同士の交流促進活動を図
ります。　	

＜担当：連携推進課　林＞

令和7年度異業種交流コラボレーション事業 

「国際フロンティア産業メッセ2025」に
　　　　　　　　　　　　グループ出展しました

兵庫県中小企業組合事務局協議会が
　　　　　　　　　　　　通常総会を開催しました

昨年の「Hyogo-UBAカンファレンス」の様子
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　大串正樹経済産業副大臣との米国関税措置に係る意見交換会が、8月25日に神戸商工貿易セン
ターで開催され、当会からは濱口健一会長が出席しました。
　意見交換会には、経済団体、業界団体、民間事業者の代表者が集まり、米国の関税が及ぼす影響や
対応策について意見を述べました。これに対し、大串副大臣からは日米合意の内容と今後の政府方針
について説明がありました。また、農林水産省、国税庁、兵庫県からも、関税に関する対応や支援策
が紹介されました。
　当会は、関税による売上減少に備えるため、中小企業・小規模事業者の経営安定と事業継続を支援
すること、さらに資金繰りや雇用維持への対策、そして「ものづくり・省力化補助金」などを通じた
関税への対応を要望しました。

大串正樹経済産業副大臣との関税に関する
意見交換会に出席しました

― 経済団体、業界団体、民間事業者が出席し、関税影響聴取 ―

最低賃金引上げに向けた
中小企業・小規模事業者への支援策について

　厚生労働省は経済産業省と連携し、過去最大の最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業・
小規模事業者に対する以下の支援を実施します。

1  賃上げ原資確保に向けた価格転嫁対策の強化
①改正下請法（取適法）・振興法の着実な執行
②発注側企業等における取引慣行の改善
③幅広い業界での取引適正化の要請・働きかけの継続　　　　　　 支援策一覧　　　  パンフレット

2  賃上げ原資確保に向けた補助金等による支援
①地域の社会機能を担う小規模事業者の販路開拓等を支援する持続化補助金等
②賃上げ促進税制による赤字企業も含めた賃上げ支援
③100億企業等に対する成長加速化支援
④健全な新陳代謝や経営資源の有効活用を進める事業承継、M&A、再生支援等

3  中小・小規模企業の生産性向上における賃上げ支援機能の強化
①ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金（一般型）の要件緩和
②ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金（一般型）の審査での優遇
③周知・相談時の厚生労働省との連携強化

経済団体や関係事業者らトップが出席し、意見交換
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食料品……………………………………………………
　出荷数量は好調に推移した。途中、計画的に出荷調整
を行い、安定供給を図ったが、その数量が昨年より減少す
る結果となった。
木材・木製品……………………………………………
　受注状況も益々悪化し、先の状況も良い見通しは見え
てこない。
紙・紙器加工品…………………………………………
　地球規模の保全は、国や事業者、そして消費者が一体
となって取り組むべき重要な課題である。上部団体では
環境負荷を軽減する取り組みの一環として、工場で発生
した裁落古紙を利用したトイレットペーパーを製造・販売
している。この製品は、紙箱古紙を利用しているにもかか
わらず、白色度、平滑度に優れ、かつ漂白剤を一切使用し
ていない人に優しい環境製品となっている。
鉄鋼・金属………………………………………………
　先月に引き続き、売上・収益・資金繰りともに低迷して
いる。盆休みも加わり、稼働日数が少なかったことも影響
し、景況はさらに悪化している。このままの状況が続け
ば、事業の継続に支障をきたすことが懸念される。
一般機器…………………………………………………
　人手不足な状況は各社とも経常的に続いている。若手
人材が確保できれば良いが、受注量をこなすことを最優
先するため、中高年雇用で穴埋めする企業も散見される
状況である。
輸送機器…………………………………………………
　売上高は前年同月を上回り増収となった。全部門で増
収を達成したが、特に機械部門は2倍近い増収となった。
親会社の業績の影響を受けることを考え、各社とも技術
力を高めるなど販路の拡大に努力を続けている状況である。

卸売業…………………………………………………… 
　価格改定(値上げ)も少し落ち着いたように見えたが、
年末にかけて値上げ通知が届いている状況である。
小売業……………………………………………………
　今年の記録的猛暑で、エアコンを含めて堅調に売上高
が推移した。組合員は国や自治体の提供する省エネ家
電補助金を活用して販促活動に活かしている。組合とし
ては、総代会で承認された事業計画をもとに、本格的に
様々な事業がスタートした。組合員のスキルアップになる
ようなセミナーや講習会の開催を進めている。
商店街……………………………………………………
　9連休の方もおり、ファミリーや若者層が例年より多く
飲食を中心に好調であった。ただ猛暑のため、高齢者の
外出が控えられ高齢者対象の店は苦戦を強いられた。ト
ータルは不変といったところである。
建設業……………………………………………………
　事業所により格差が生じている。人手不足が続いてお
り、人材の確保に苦慮している。業界全体は活発であり
忙しい状況である。
運輸業……………………………………………………
　大手企業の夏休みが長くなっており、貨物量に影響し
ていると感じる。休みが長くても休みの前後に大幅に貨
物量が増えることもない。選挙期間中、あれほどにぎや
かだった暫定税率の廃止も選挙が終われば驚くほど静か
になった。引き続き軽油価格に悩まされる日々が続き、廃
業を余儀なくされる運送業者は増えていくと予想される。
その他……………………………………………………
　大きな変化はないが未だに資材価格の高騰が止まらず、
利益を圧迫している状況である。各社人材確保に苦戦中
のようである。

令和7年9月9日集計

情報レポート

製造業 非製造業

業　界　の　声

　内閣府が8月27日に公表した月例経済
報告で、先行きについては、雇用・所得環
境の改善や各種政策の効果が緩やかな回
復を支えることが期待されるが、米国の通
商政策の影響による景気の下振れリスクに
は留意が必要である。加えて、物価上昇の
継続が消費者マインドの下振れ等を通じて
個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景
気を下押しするリスクとなっている。また、
金融資本市場の変動等の影響に引き続き
注意する必要がある。
　一方、県内の中小企業では、先月に引き
続き、原材料価格の高騰によるコスト増や
人手不足の深刻化を懸念する声が聞かれ、
依然として厳しい状況が続いている。

県内中小企業は、製造業・非製造業ともに景況が悪化し、厳しい状況が続く。
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景気動向（前年同月比）の推移　DI図

業種別景況天気図（前年同月比）
令和7年8月（9月集計）分
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DI（Dif fusion Index）とは？
景気が「上向き」か「下向き」かという、景気の方向性を示す指数。DI値は、調査対象組合に「好転」「不変」「悪化」
というような選択肢の質問を行い算出している。
◆DI値＝（「増加」・「好転」した組合数－「減少」・「悪化」した組合数）÷回答組合数×100

兵庫県信用保証協会
CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF HYOGO-KEN

〒651-0195　神戸市中央区浪花町62番地の1
TEL.078－393－3900（代表）

「2025 ひょうご信用創生アワード」の観覧者を募集しています
　兵庫県地域支援金融会議の参加機関等が連携して県内の事業者への金融、経営支援に取り組み、
優れた成果を上げた事例を顕彰する「ひょうご信用創生アワード」を以下のとおり開催します。
　兵庫県のベストプラクティスをぜひ会場や配信でご覧ください。

　　　お問い合わせ先
「ひょうご信用創生アワード実行委員会事務局」（兵庫県信用保証協会内）
（電話番号）078-393-3920  （FAX）078-393-3980

令和７年11月6日（木） 15:00 ～ 17:00
【会　　場】　ラッセホール（神戸市中央区中山手通 4－10－8）
【内　　容】　《１》応募事例のプレゼンテーション　《２》最終選考、最優秀事例の発表　《３》講評
【申込方法】　当協会ホームページをご覧の上、所定の方法でお申し込みください。

入場無料
定員200名

（満席になり次第受付を終了）

入場無料
定員200名

（満席になり次第受付を終了）

入場無料
定員200名

（満席になり次第受付を終了）

　兵庫県発明協会では、週１回弁理士の無料
相談会、月１回弁護士の無料相談会を開催し
ています。
　特許実用新案、意匠、商標、ブランド、デ
ザイン、ノウハウ秘匿化、知財経営、特許庁
への出願手続、特許調査、商標調査、不正競

争防止法、著作権、権利侵害、模倣品対策、ライセンス、権利譲渡等知的財産に関する相談を行ってい
ます。
＜相談会情報＞
13:00〜14:30、14:30〜16:00の２コマ
１社１時間３０分のマンツーマンの個別相談会（完全事前予約制）です。

＜お問い合わせ先＞
INPIT兵庫県知財総合支援窓口
〒654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-12
兵庫県立工業技術センター　技術交流館1Ｆ　TEL:078-731-5847　

相談会情報

兵庫県発明協会ポータルサイト
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契約書の内容は正確ですか？
　取引契約書には、一般に、①取引の内容（いつ、あるい
はいつまでに、誰が、どこで、何を、どこまで、どのよ
うにするか）、②取引の対価（いつ、誰が、どのようにして、
いくらを支払うか）といった基本的な事項に加えて、③ペ
ナルティ（誰が、何をしたときに、誰に、いつまで、ど
の範囲で、何をしなければならず、何をすることができ
るか）、④取引の解消方法（誰が、どのような事由がある
ときに、解約又は解除できるか）、⑤取引解消時の清算内
容（すでに実施しているものをどのように取り扱うか）と
いった事項を定めますが、時折、契約書に記載されてい
る①取引の内容と相談に来られた方が述べる取引の内容
が合致していないケースに出合います。
　そのケースでは大概そのことが理由でトラブルが起き
ているのですが（取引先から、契約前の話では行うことに
なっていなかったことを、契約書に定めがあるとして行
うことを求められている等）、原因を探ると、多くの場合、
（ⅰ）その取引の内容を一番知っている営業部門が、成約
することばかりに気を取られて契約書の内容を読んでい
なかった、あるいは契約書に記載されている内容の意味
を理解できていなかった、そして、（ⅱ）契約書の内容を
確認する総務部門も、営業部門と連携しておらず、取引
の内容を正確に把握しないまま、まさか自社が予定する
取引の内容と異なることは記載されていないだろうと考
えて、①～⑤の項目や不利な内容の記載の有無だけを確
認していたということに辿りつきます。
　契約書は、取引当事者間の合意内容を記した証拠です。
トラブルが起きたときに、「相手の担当者は別のことを言
っていた」等の話が出てくることがありますが、水掛け論
にしかならず、その話が通用することは稀です。当たり
前のことですが、自社を守るためには、社内でしっかり
連携して、取引先との合意内容が契約書に齟齬なく正確
に記載されているかを確認する必要があります。

違いが分かりますか？
　契約書にはこの「基本の基」以外にも気を付けるべきこ
とは多くあります。誌面の関係上そのすべてを説明する
ことはできませんが、一つだけ説明をしたいと思います。
　（Ａ）「甲は、甲の責めに帰すべき事由により乙に損害
を与えた場合、その損害を乙に賠償しなければならない。」
　（Ｂ）「甲は、乙に損害を与えた場合、その損害を乙に
賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき
事由によらない場合はこの限りではない。」

いずれもよく見る条項ですが、この二つの違いが分かり
ますでしょうか。裏返しているだけで同じことを言って
いるように思いますが、実は全く違います。（Ａ）は、乙
が甲に対して損害賠償請求を行う場面において、甲は、
乙が甲に故意又は過失があることを証明したときに限り
責任を負うと言っているのに対し、（Ｂ）は、同じ場面に
おいて、甲は、乙がその証明をしなくとも責任を負い、
ただ、甲が自らに故意又は過失がないことを証明したと
きに限り責任を免れると言っているのです。
　ピンと来ないかもしれませんが、「あること」も「ないこ
と」もそれを証明することは決して簡単なことではありま
せん。「悪魔の証明」という言葉を聞いたことがあるかと
思いますが、特に「ないこと」を証明することは非常に難
しいことです。このことを前提にこの二つを見比べると、
甲にとって（Ｂ）の方が圧倒的に不利、逆に乙にとっては
（Ｂ）の方が圧倒的に有利であることが分かります。
　この例のように、契約書には、分かる人でなければ分
からないリスクが多く潜んでいます。トラブルが起きた
とき、それを知らなかったでは済みません。
　特に重要な取引をするときには、その契約書で本当に
大丈夫なのかをしっかりと確認することをお勧めします。

中小企業のための
法務レポート その契約書は自社を守っていますか？

弁護士法人神戸シティ法律事務所　パートナー弁護士　高橋　弘毅

お
知
ら
せ

650-0032  神戸市中央区伊藤町111
☎︎ 0 7 8 （ 3 9 1 ） 7 5 4 1

661-0976  尼 崎 市 潮 江 1 - 2 - 6
JRE尼崎フロントビル10階

☎︎ 0 6 （ 6 4 9 5 ） 1 6 6 6

670-0015  姫路市総社本町 111
☎︎ 0 7 9 （ 2 2 3 ） 8 4 3 1

●神戸市役所南側西入る ●市民会館東隣 ●JR尼崎駅北口すぐ

弁護士法人神戸シティ法律事務所
弁護士　高橋　弘毅

【経歴】
平成18年 3月　京都大学法学部卒業
平成19年 9月　兵庫県弁護士会登録
平成19年 9月　弁護士法人神戸シティ法律事務所勤務
平成26年 4月　弁護士法人神戸シティ法律事務所

パートナー弁護士
【公職・所属団体等】
経営法曹会議会員
兵庫県経営法曹会会員
兵庫県中小企業家同友会阪神支部
全国倒産処理弁護士ネットワーク

【講演・セミナー実績】
メンタルヘルス不調者に対する実務対応（企業向け）
ハラスメント・メンタルヘルスへの具体的対応策（企業向け）
労働者派遣法改正のポイント・実務対応（企業向け）
有期労働契約の無期転換に備えて（社会保険労務士会研修）
同一労働・同一賃金（兵庫県経営者協会）ほか多数
◇ホームページ：https://www.kobecity-lawoffice.com/

P r o f i l e プ ロ フ ィ ー ル  

障害者雇用の拡大及び特別支援学校卒業者の雇用確保について

協力要請を受け取る
兵庫県中央会 谷口専務理事（左）

　兵庫県知事、兵庫労働局長、兵庫県教育長の3者連名により、９月２日付けで兵庫県中央会に対して、
一人でも多くの障害者が就職できるよう協力要請がありました。
　当会会員組合の皆様におかれましても、ご協力の程よろしくお願いいたします。

①民間企業における法定雇用率の達成割合は47.9％であり、全国
平均を上回っているものの、過半数の企業が依然として未達成で
ある状況です。令和7年4月には除外率の引き下げ、令和8年7
月には更に法定雇用率の引き上げが予定されていることから、よ
り一層計画的かつ積極的に障害者雇用に取り組んでいただくよう
お願いいたします。

②令和6年3月の特別支援学校卒業者の就職率は23.6％であり、
全国平均29.6％を下回っています。雇用にむけての職場体験実
習への受入協力をお願いいたします。


